
　後期高齢者医療被保険者証　有効期限
被保険者番号　９９９９９９９９　  令和　７年　７月３１日
住所　紀宝町○○９９９番地９９

　　　 ミ    　エ　   　 　     タロウ

氏名　三重　太郎　　      性別　男　
生年月日　昭和９９年９９月９９日  資格取得年月日　令和９９年９９月９９日
発効期日　令和９９年９９月９９日  交付年月日   　　令和９９年９９月９９日

一部負担金の割合　　　　　　　２割

保 険 者 番 号　 ３　９　２　４　５　６　２　６ 
保　険　者　名　三重県後期高齢者医療広域連合

三重県後期
高齢者医療
広域連合印

 

②
保
険
料
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に
対
し

て
保
険
料
を
計
算
し
ま
す
。

７
月
中
旬
に
保
険
料
額
お
よ

び
納
付
方
法
の
通
知
を
役
場
福

祉
課
か
ら
送
付
し
ま
す
。

◆
保
険
料
の
計
算
方
法

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
額
は
被
保
険
者
全
員
が
定

額
を
負
担
す
る「
均
等
割
額
」と
、

そ
の
方
の
所
得
に
応
じ
て
負
担

す
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額

で
す
。

◆
均
等
割
額
の
軽
減

所
得
が
低
い
世
帯
に
属
す
る

方
は
、
下
表
の
基
準
に
よ
り
均

等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
該

当
者
に
は
軽
減
措
置
を
行
っ
た

後
の
額
を
通
知
し
ま
す
。

◆
保
険
料
の
徴
収
方
法

保
険
料
の
徴
収
方
法
は
、
原

則
と
し
て
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
の
天
引
き
）
で
す
。

た
だ
し
、
条
件
に
満
た
な
い
場

合
は
、
納
付
書
で
納
付
す
る
普
通

徴
収
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
申
請

し
て
も
ら
う
こ
と
で
口
座
振
替
に

変
更
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

特
別
徴
収
の
方
は
、
保
険
料

額
決
定
通
知
書
に
て
10
月
以
降

の
年
金
支
給
月
ご
と
に
天
引
き

さ
れ
る
額
を
通
知
し
ま
す
。

　

普
通
徴
収
の
方
は
、
保
険
料

額
決
定
通
知
書
お
よ
び
納
付
書

を
送
付
し
ま
す
。

【
特
別
徴
収
の
徴
収
月
】

第
１
期
＝
４
月
、
第
２
期
＝
６

月
、
第
３
期
＝
８
月
、
第
４
期
＝

10
月
、
第
５
期
＝
12
月
、
第
６
期

＝
２
月

【
特
別
徴
収
額
の
算
定
方
法
】

10
月
・
12
月
・
２
月
の
年
金

天
引
き
額
＝
令
和
６
年
度
保
険

料
（
５
年
中
の
所
得
を
基
礎
）

か
ら
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年

金
天
引
き
額
（
４
年
中
の
所
得

を
基
礎
と
す
る
仮
徴
収
額
）
を

差
し
引
い
た
額

【
普
通
徴
収
の
納
期
】

第
１
期
＝
７
月
、
第
２
期
＝
８

月
、
第
３
期
＝
９
月
、
第
４
期
＝

10
月
、
第
５
期
＝
11
月
、
第
６
期

＝
12
月
、
第
７
期
＝
１
月
、
第
８

期
＝
２
月
、
第
９
期
＝
３
月

▼
詳
し
く
は
、
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
事
業
課
（
☎
０
５
９

︱
２
２
１
︱
６
８
８
３
）、
ま

た
は
役
場
福
祉
課
（
☎
33
︱

０
３
３
９
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

年間保険料額＝①＋②
　　　　　　　　　（上限 80 万円＊１）
①被保険者均等割額 ＝ 48,903 円
※ 所得に応じて、左表のとおり軽減されます
②所得割額 ＝｛総所得金額 －基礎控除額 ｝
　　　　　　　× 所得割率（9.82% ＊２）
＊１ 昭和 24 年３月 31 日以前に生まれた方等は上限 73 万円
＊２ 基準所得金額が 58 万円以下の方は、9.07％

【保険料の算定】

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

In
fo
rm
a
tio
n

役
場
福
祉
課

【均等割の軽減】
同一世帯の被保険者および

世帯主の総所得金額等の合算額の区分 軽減割合 軽減後の額

43万円＋10万円×（年金・給与所得者
数－１）以下 ７割 14,670円

43万円＋29.5万円×被保険者数＋10万
円×（年金・給与所得者数－１）以下 ５割 24,451円

43万円＋54.5万円×被保険者数＋10万
円×（年金・給与所得者数－１）以下 ２割 39,122円
 

①
保
険
証
に
つ
い
て

８
月
１
日
か
ら
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）
が
変
わ
り
ま
す
。
新

し
い
保
険
証
（
若
草
色
）
は
７

月
下
旬
に
、
ご
自
宅
に
郵
送
（
簡

易
書
留
）
し
ま
す
。

現
在
、
使
用
さ
れ
て
い
る
保
険

証
（
ピ
ン
ク
色
）
は
、
８
月
１
日

以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

ピ
ン
ク
色
の
保
険
証
は
８
月

１
日
以
降
に
役
場
福
祉
課
に
返

却
す
る
か
、
ハ
サ
ミ
な
ど
で
裁

新しい保険証は
若草色です。

断
し
て
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

８
月
か
ら
は
必
ず
新
し
い
保
険

証
（
若
草
色
）
で
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

In
fo
rm
a
tio
n

役
場
総
務
課

人
事
異
動

令
和
６
年
６
月
１
日
付
け

（新 ） 氏　 名 （旧 ）

［主事級 ］　８名
教育課主事 岩口 和弘 基盤整備課主事
教育課主事兼図書館司書 田尾 今日香 教育課主事
基盤整備課主事 藏本 泰誠 新規採用
みらい健康課看護師 植松 真帆 新規採用
みらい健康課看護師 芳村 藍子 新規採用
みらい健康課看護師 濵田 由里子 新規採用
飯盛保育所保育士 逢野 詩菜 新規採用
鵜殿保育所保育士 大石 　 舞 新規採用

　６月から、紀宝町の職員となった新規採用職員。そんな
６人に、意気込みを語ってもらいました。新人職員インタビュー

町
は
、
６
月
１
日
付
け
で
、
人
事
異
動

を
行
い
ま
し
た
。

▼
詳
し
く
は
、
役
場
総
務
課
（
☎
３
３
ー

０
３
３
３
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

藏
くらもと

本 泰
たいせい

誠 基盤整備課

所属課の業務を通じて、安心し
て過ごせる町づくりに寄与でき
るようがんばります。

濱
は ま だ

田 由
ゆ り こ

里子 みらい健康課

町民のみなさんとの交流を大切
にし、生活に寄り添った看護を
行っていきたいと思います。

植
うえまつ

松 真
ま ほ

帆 みらい健康課

町民のみなさんが健やかで平穏な
生活を維持できるよう、サポート
させていただきます。精一杯がん
ばります。

逢
お う の

野 詩
し い な

菜 飯盛保育所

町民のみなさんとの関係を大切に
し、子どもたちの笑顔を守れるよ
う、一生懸命がんばりたいと思い
ます。

芳
よしむら

村 藍
あ い こ

子 みらい健康課

町民のみなさんの思いに寄り添
い、安心して過ごしていただける
ように努めていきます。

大
おおいし

石 　舞
まい

鵜殿保育所

子どもや保護者が安心できる環境
づくりができるよう、がんばりた
いと思います。
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